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保護者 様 

倉敷市立柳井原小学校   

校  長   下江 一朋   
 

気象警報等発令時の登下校について 
 

初夏の候、保護者の皆様には、ますますご健勝のことと拝察いたします。平素より本校教育の推進

に対しましてご理解ご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

さて、気象警報等発令時の登下校ついて、児童の安全確保のため、次のように対応いたしますので、

ご理解とご家庭での対応をよろしくお願いいたします。 
 

記 

 

１ 午前６時の時点で倉敷市にいずれか一つでも発令されている場合 
 

〇特別警報（警戒レベル５相当）（河川氾濫・大雨・土砂災害） 【資料参照】 

特別警報          （暴風・暴風雪・大雪）     

○危険警報（警戒レベル４相当）（河川氾濫・大雨・土砂災害） 【資料参照】 

○警報            （河川氾濫・大雨・土砂災害・暴風・暴風雪・大雪） 

 

〇学校所在地（船穂町柳井原）に、「緊急安全確保・避難指示・高齢者等避難」の避難情報 

（倉敷市が防災気象情報を参考に発令します。）が発令されている。 
 

➡「臨時休業」になります。 

その後解除されても登校することはありません。 

 
 

２ 午前７時の時点で倉敷市にいずれか一つでも発令されている場合 
 

〇警報（河川氾濫・大雨・土砂災害・暴風・暴風雪・大雪・大津波） 
 

➡「臨時休業」になります。 

その後解除されても登校することはありません。 

 
 

３ 在校中に警報が発令されたり、通常の下校では危険が予測されたりする場合 
 

➡保護者への引き渡しを行う場合があります。 
 

     「保護者連絡帳」にてお伝えいたしますので、ご対応をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 
 

保存版 



４ その他 

・ 局地的な豪雨や暴風等で登校に危険が予想される場合は、保護者の判断で自宅待機

をさせてください。その場合は、学校に連絡をお願いします。欠席（遅刻を含む）扱

いとはなりません。 

 

・ 警報が発令されている場合、児童クラブは開設されません。在校中に警報が発令さ

れた場合、児童クラブの児童についても、保護者のお迎えをお願いします。 

 

・ 学校への電話による問い合わせは、電話の回線が少ないため、情報収集に支障が出

る場合があり、特別な場合を除きご遠慮いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

【資料】 

 

 気象庁では５月２９日（金）から「新たな防災気象情報」の提供を開始しました。 

 詳しくは、気象庁のホームページをご確認ください。 

 

 ● 警報・注意報の情報名に「レベル」が付記されます 

 ● 河川の氾濫の危険度の伝え方が変わります（特別警報の新設など） 

 ● 「警戒レベル４相当」の情報は「危険警報」として発表されます 
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